
ス
タ
ッ
フ
紹
介 

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー 

                         

 

   

埼
玉
県
障
害
者
雇
用
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
は
、
お
陰
様
で
今
年
度
開
設
十
年
目

を
迎
え
ま
す
。
全
国
に
先
駆
け
た
初
め
て

の
『
地
方
自
治
体
に
よ
る
企
業
支
援
事
業
』

と
し
て
、
企
業
出
身
の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る

障
害
者
雇
用
推
進
の
支
援
活
動
を
展
開

し
て
い
ま
す
。 

日
本
政
府
は
、
「
障
害
者
の
権
利
に
関

す
る
条
約
」
の
締
結
に
伴
い
、
国
内
法
令

の
整
備
を
進
め
て
き
ま
し
た
が
、
平
成
二

十
七
年
三
月
、
厚
生
労
働
省
は
、
障
害
者

雇
用
促
進
法
の
一
部
改
正
を
受
け
、
労
働

政
策
審
議
会
障
害
雇
用
分
科
会
で
、
「
差

別
の
禁
止
に
関
す
る
指
針
」
と
「
合
理
的

配
慮
の
提
供
に
関
す
る
指
針
」
を
ま
と
め
、

公
表
い
た
し
ま
し
た
。 

平
成
二
十
八
年
四
月
か
ら
は
、
「
障
害

者
差
別
解
消
法
」
及
び
「
改
正
障
害
者
雇

用
促
進
法
」
が
施
行
さ
れ
る
と
共
に
、
平

成
三
十
年
四
月
か
ら
は
、
精
神
障
害
者
雇

用
の
義
務
化
が
決
定
し
て
お
り
、
障
害
者

雇
用
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
な
変
革

の
時
代
に
突
入
し
て
い
ま
す
。 

    

埼
玉
県
で
は
、
障
害
者
雇
用
開
拓
員
を

配
置
し
、
県
内
企
業
を
訪
問
し
て
障
害
者

雇
用
の
受
皿
づ
く
り
を
継
続
し
て
い
ま

す
が
、
障
害
者
雇
用
の
雇
用
拡
大
と
職
場

定
着
の
両
面
で
施
策
を
推
進
し
て
い
ま

す
。 今

年
度
は
、
昨
年
度
に
引
き
続
き
「
働

き
た
い
」
障
害
者
に
対
す
る
受
入
企
業
様

の
拡
大
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 

課
題
の
精
神
障
害
者
の
就
業
促
進
に

つ
い
て
は
、
精
神
障
害
者
雇
用
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
及
び
精
神
保
健
福
祉
士
を
配
置
し
、

支
援
体
制
を
強
化
す
る
と
共
に
、
雇
用
経

験
の
な
い
企
業
様
に
対
し
て
は
、
三
日
間

か
ら
五
日
間
の
「
短
期
訓
練
」
の
機
会
提

供
を
進
め
る
こ
と
で
、
実
際
に
働
く
障
害

者
の
姿
を
見
て
い
た
だ
き
理
解
を
深
め

て
い
た
だ
く
取
組
を
展
開
し
て
ま
い
り

ま
す
。 

一
人
で
も
多
く
の
障
害
者
の
方
々
が
、

地
域
の
中
で
働
け
る
こ
と
が
出
来
る
よ

う
支
援
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
関

係
者
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。 

（
四
月
よ
り
、
鍵
和
田
が
セ
ン
タ
ー
長
に
就

任
い
た
し
ま
し
た
。） 

     

四
月
か
ら
新
た
に
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
二

名
、
協
力
員
二
名
、
精
神
保
健
福
祉
士
一

名
が
加
わ
り
、
二
十
二
名
に
な
り
ま
し
た
。 

気
持
ち
も
新
た
に
、
今
年
度
も
皆
様
を

し
っ
か
り
サ
ポ
ー
ト
し
て
ま
い
り
ま
す

の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。 
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十
年
の
節
目
を
迎
え
て 



  
 

 

   
 

   

  

  

 

            

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
よ
り
「
障
害

者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
」
の

一
部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。 

一
つ
目
は
、
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る

条
約
の
批
准
に
伴
う
対
応
と
し
て
、 

①
障
害
者
に
対
す
る
差
別
の
禁
止 

②
合
理
的
配
慮
の
提
供
義
務 

③
苦
情
処
理
・
紛
争
解
決
援
助 

二
つ
目
は
、
法
定
雇
用
率
の
算
定
基
礎

の
見
直
し
で
、 

①
平
成
三
十
年
四
月
一
日
よ
り
、
法
定
雇

用
率
の
算
定
基
礎
に
精
神
障
害
者
が

加
わ
り
、
施
行
後
五
年
間
は
猶
予
期
間

と
し
、
精
神
障
害
者
の
追
加
に
係
る
法

定
雇
用
率
の
引
き
上
げ
分
は
、
計
算
式

ど
お
り
に
引
き
上
げ
な
い
こ
と
も
可

能 

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

差
別
や
合
理
的
配
慮
の
具
体
的
な
事

例
、
雇
用
率
の
算
定
式
な
ど
の
詳
細
情
報

に
つ
き
ま
し
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ 

（h
ttp

:/
/
w

w
w

.m
h
lw

.g
o
.jp

） 

並
び
に
、
埼
玉
労
働
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

（h
ttp

:/
/
sa

ita
m

a
-ro

u
douk

y
ok

u
.jsite.m

h
lw

.g
o
.jp

） 

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

     

障
害
者
雇
用
サ
ポ
ー
ト
セ
ミ
ナ
ー
を

左
記
の
予
定
で
、
開
催
い
た
し
ま
す
。 

日
時 

平
成
二
十
八
年
六
月
三
十
日
（
木
） 

 
 

 
 

 

十
三
時
三
十
分
～
十
七
時 

場
所 

埼
玉
教
育
会
館 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
五
月
上
旬
に
当
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
い
た
し
ま
す
。 

    

平
成
二
十
八
年
度
第
一
回
特
例
子
会

社
連
絡
会
を
左
記
の
日
程
で
開
催
し
ま

す
。 

日
時
： 

平
成
二
十
八
年
五
月
十
八
日
（
水
） 

 
 

 
 

 

十
三
時
三
十
分
～
十
七
時 

見
学
先
： 

㈱
Ｊ
Ｒ
東
日
本 

グ
リ
ー
ン
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ 

（
親
会
社 
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
） 

特
例
子
会
社
及
び
特
例
子
会
社
の
設
立

を
検
討
し
て
い
る
企
業
の
連
絡
会
と
な

り
ま
す
。 

    

埼
玉
県
障
害
者
雇
用
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
で
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
て

い
ま
す
。
セ
ミ
ナ
ー
案
内
、
雇
用
事
例
等

を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ア
ク

セ
ス
く
だ
さ
い
。
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は
、 

h
ttp

:/
/
w

w
w

.k
o
y
ou

-su
pp

ort.jp
 

で
す
。 
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埼玉県障害者雇用 

サポートセンター 

平成 27年度活動実績 

雇用の提案    ・・・  586 社 

企業相談件数  ・・・ １,279 件 

雇用セミナー   ・・・  293 社（3 回） 

情報交換会    ・・・   64 社（7 回） 

企業見学     ・・・   72 社 

特
例
子
会
社
連
絡
会
の
開
催 

精神障害者就業促進業務スタッフ 

障害者雇用開拓・チャレンジ 

体験業務、事務スタッフ 

◆ 

「
障
害
者
雇
用
促
進
法
」の 

一
部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た 

◆ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を 

開
設
し
て
い
ま
す
！ 

第
一
回  

セ
ミ
ナ
ー
の
ご
案
内 

障
害
者
雇
用
サ
ポ
ー
ト 

http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

